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はじめに

　横浜市立東俣野養護学校は、横浜市戸塚区に位
置する肢体不自由養護学校である。小学部・中
学部と上菅田養護学校高等部分教室からなり、児
童・生徒合わせて34名（小学部：12名、中学部14名、
高等部８名）が在籍している。障害の程度は、重
度重複障害のある子どもがほとんどで、自力での
移動は難しく、寝たきりのの子どもが22名、寝
返りができる程度が９名、介助して歩行できる子
どもは２名のみである。コミュニケーション面で
も、表情等で快・不快を表す子どもが17名、有意
味の発声がある程度のものが15名、喃語程度のも
のが１名、理解面で感覚レベルのものが20名、賞
賛・禁止がわかるものが４名、わかることばがあ
るものが７名、生活用語がわかるものが３名（平
成17年度学校要覧より）と、身体面、理解面とも
に重度の障害があるものがほとんどである。
　教育課程は、自立活動を主としながら、道徳、

各教科、特別活動と総合的な学習の時間を含んだ
内容になっている。単一の教育課程の中に、子ど
もの状態に合わせて教育活動を選択できるように
段階的な内容が用意されている。
　学校教育目標から教育課程への体系は、重度重
複障害の障害特性を十分配慮し、子どものQOL
を高める事を最重要項目として構成されている。
重度の知的障害や身体障害があるが、様々な方法
で子どもの意思を表出する機会を設け、自分の身
体の動きを十分活かした活動ができるようにと考
えている。「学校教育目標」（Fig.1）は、子ども・
保護者・教師の願いを活動の観察やアンケートか
ら収集し、設定した。
　また、「学校教育目標」を実際の活動として具
現化するために、学習指導要領の自立活動の領域
を参照に「取り組み課題」（Fig.2）を設定した。
　「取り組み課題」は　重度重複障害のある児童
生徒の特性に十分配慮できるように、活動場面を
設定する上での重点項目である。
　教育課程の上では、「けんこう」「せいかつ」
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「ことば」「おんがく」「ずこう」「うんどう」「特
別活動」「総合的な学習の時間」の各学習単位を
設定し授業を行っている。授業に際しては、「授
業づくりのポイント」（Fig.3）として、３点をあ
げ、重度重複障害の児童生徒の実態に合わせて授
業が構成されるように配慮している。
　以上のような教育課程の基本理念をふまえて総
合的な学習の時間の教育課程も作成している。

１．研究の目的

　平成11年３月に告示された「盲学校、聾学校及
び養護学校小学部・中学部学習指導要領」におい
て、「自立活動」、「各教科」、「道徳」、「特別活動」
の他に「総合的な学習の時間」が設定された。当
時は、内容の記述から、重度重複障害のある児童
生徒にとって「総合的な学習の時間」を教育課程
に位置づけることは困難だと考えるものが多かっ
た。当初、横浜市の重度重複障害の養護学校のほ

とんどは、総合的な学習の時間を行わず、自立活
動に変えての教育課程を作成していた。
　重度重複障害児の教育を主とする養護学校で、
「総合的な学習の時間」を教育課程上に位置づけ
る事が可能か？校内での「総合的な学習の時間」
の教育課程の作成の経過と重度重複障害児に「総
合な学習の時間」を行う上での配慮事項につい
て、東俣野養護学校の教育課程を通して検証して
いきたい。

２ ．東俣野養護学校「総合的な学習の時
間」の教育課程作成過程の経緯

　学習指導要領には、重複障害者の特例として、
「第１章総則，第２節，教育課程の編成，第５重
複障害者等に関する特例，２⑴盲学校、聾学校又
は肢体不自由者若しくは病弱者を教育する養護学
校に就学する児童又は生徒のうち、　～中略～　
小学部の児童については、総合的な学習の時間を
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設けないことができること」という記述がある。
　東俣野養護学校では、平成11年３月の学習指導
要領の改正に伴う教育課程の改訂に際し、総合的
な学習の時間の取り扱いについて協議を重ねてき
た。当初、横浜市の重度重複障害の養護学校のほ
とんどは、総合的な学習の時間を行わず、自立活
動に変えて教育課程を作成していた。
　東俣野養護学校でも、「教育課程に総合的な学
習の時間を組み込む」提案を提出したときにほと
んどの職員が反対した。教育課程編成の担当部署
である「教育課程」係以外に、賛成するものは
いなかった。多くの職員は、「自ら課題を見付け」
「自ら学び」「自ら考え」「主体的に判断」「より
よく問題を解決する」「問題の解決」「探求活動」
「主体的」「創造的」等という語句が、重度重複障
害のある児童生徒に適切でないという意見であっ

た。一見すると、自分から動くことが困難で、知
的障害がある児童生徒には難しい内容の思えてく
るのは当然である。また、総合的な学習の時間と
他教科との違い、実際に何をしたらよいのかわか
らないという意見も出ていた。
  それらの意見に対し、学習指導要領を基に、後
述の『⑵「東俣野養護学校・総合的な学習の時間」
の目標』が作成され、話し合いが進められた。。
   その内容は、前述の語句（重度重複障害の児童
生徒に適切でないという）を、子どもの実態に合
わせて解釈し、総合的な学習の時間の目標の一部
をとって行うという観点をしっかり押さえて内容
を展開していくというもの（東俣野養護学校の実
態に合わせたねらいやとらえ）である。そして、
重度重複障害のある子どもたちにとって、どのよ
うに考えていくことが大切か全校で共通理解を
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図った。
　その中で、職員や保護者の理解促進のための活
動も行った（Fig.4）。
  これらの過程を経て、東俣野養護学校の新教育
課程に「総合的な学習の時間」が設定された。
   ３以降に東俣野養護学校の「総合的な学習の時
間」の教育課程を挙げる。

３ ．東俣野養護学校における総合的な学
習の時間

⑴　全体計画
  Fig.5は、東俣野養護学校の総合的な学習の時間
の全体計画である。（Fig.5）

⑵ 　東俣野養護学校「総合的な学習の時間」の目
標
　Fig.6は、東俣野養護学校総合的な学習の時間
の目標である。
　東俣野養護学校で総合的な学習の時間を行って
いく際、以下のことを共通理解し、活動を組み立
てることにしている。学習指導要領の総合的な学
習の時間の目標の一部を子ども達の状態に応じて
読み替えている。
　例えば、「自ら課題を見付け…」と記述されて
いる「課題」とは、子どもが興味関心を持ち、や
りたいと考える活動ととらえている。重度の子ど
もたちは、自分で自由に移動したり、操作をする
ことは困難である。子どもの活動の様子を丹念
に観察して思いを実現することができるように支
援することが重要である。子どもの日頃の興味関
心や活動の様子などから、子どもが課題を見つけ
ることができるように教師が支援するように日頃
から取り組んでいる。また、「学び、考え、判断」

「学び方、ものの考え方」等の記述については、
興味関心あることに気持ちを向け、自分から関わ
ろう（聞こう、見よう、触ろうなどの気持ちを表
す）とする姿勢、また取り組もうとする行動など
のことととらえる。「よりよく解決する」という
記述は、自分の意志で選択したり、援助を受けな
がら取り組む姿のことをさす。

⑶ 　総合的な学習の時間と自立活動、各教科、道
徳、特別活動等との関連
　① 　自立活動、各教科、道徳、特別活動等との

関連に関するねらい
　平成15年の学習指導要領の一部改正では、「総
合的な学習のの時間の一層の充実」という観点か
ら、「⑶各教科、道徳および特別活動で身に付け
た知識や技能などを相互に関連付け、学習や生活
において生かし、それらが総合的に働くようにす
ること。」をねらいとして明確に位置づけている。
それは、各教科、道徳および特別活動（本校は自
立活動も含む）においてつけた力を、自分の生活
やQOLの向上に結びつける視点につながる。
　そこで、総合的な学習の時間の計画を立てる段
階で、子どもの興味関心を重視しながらも、今ま
での学習で身につけた力が発揮できるように十分
配慮する必要がある。
　自立活動、各教科、道徳および特別活動の内容
との関連をあらかじめ想定して単元計画を立てた
り、身に付いた力が発揮できる活動計画と配慮を
するなどの工夫が必要である。

　② 　総合的な学習の時間と自立活動、各教科、
道徳、特別活動等との関連

　総合的な学習と各教科の学習においては、それ
ぞれの学習の質が高まったり、意欲付けになった
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りするような双方向の関連がなされることが望ま
しい。双方向の関連とは、具体的には次の２つで
ある（Fig.7）。
　また、自立活動、各教科、道徳、特別活動等で
興味関心を持った内容について、総合的な学習の
時間でさらに詳しく取り組んでいく。総合的な学
習の時間で取り組んだ内容について、自立活動、
各教科、道徳、特別活動等の目標に合うものにつ
いて自立活動、各教科、道徳、特別活動等の時間
を使って、自立活動、各教科、道徳、特別活動等
の目標に合わせて行っていくなど、各領域の学習
を関連づけて指導計画を作成して実施している。
その際の留意点を、Fig.8のように定めている。

⑷　育てようとする資質・能力・態度と評価
　① 　総合的な学習の時間における評価の観点と

その重要性
　総合的な学習の時間における、育てたい資質・
能力・態度は評価の観点と趣旨で表現される。子
ども達は、東俣野養護学校の系列表に基づいて目
標を設定し、活動を行うが、総合的な学習の時間
の主旨に合わせて評価していくことが重要であ
る。また、評価することにより、子どもの成長を
捉え、成長に合わせて状況に即した目標設定を行
うことができる。
　以下が、学部ごとに設定された評価の基準であ
る。評価の基準は「関心・意欲・態度」「思考・判断」

「技能・表現」「知識・理解」の４項目ある。
　４項目は健常の子ども達の４項目と同じものを
導入した。それは、重度重複障害のある本校の児
童・生徒であるが、発達の方向性や広がりの様子
は、健常児童・生徒と何ら変わりがないと考える
からである。ただし、身体や心理面での配慮が必
要な部分もあるので、内容的には、本校の児童・
生徒の状態に即して決めている。

⑸　実際の教育活動
  実際の教育活動は、個別教育計画の子どもの状
態や子ども、保護者と教師の願いから導いた、教
育的ニーズ、重点課題、優先内容に基づいて、総
合的な学習の時間の個人目標と内容を設定し、
行っている。特に、「①個の興味関心から発した
活動」においては、個の興味や関心を最大限に活
かして活動を構築している。
　特に重度重複障害のある子どもに関しては、興
味の対象が、「音」「感触」など、原初的な感覚の
分類の場合もあるので、個に応じて十分評価して
対応していく必要がある。
  以下に、実際の活動目標および内容の例を示す
（Fig.11）。

４．まとめと今後の課題

  以上のような計画で総合的な学習を行ってきた
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が、個々の子どものニーズに合わせて個別教育計
画を作成し行うことで、重度重複障害の子ども
達が通学する養護学校において、総合的な学習の
時間を行うことは、とらえ方を十分検討するこ
とで、子ども達の興味関心を深め、QOLを高め

ることができる活動である。また、子どもの状態
に応じて目標設定し、教育計画を作成していけば
個々の子どもに応じて発展できる。さらに、他の
領域の活動と関連することで、学校の教育活動全
体を活性化できると考えている。
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　しかし、活動を行う上での問題点はいくつか出
ている。例えば、学習のまとめで、校外活動にな
る場合が多いので、それまでに活動との系統性を
理解せず、「総合的な学習の時間＝お出かけ」と
いう意識が、一部の教師や多くの保護者にできて
いる。また、校外活動などの中で、本校の授業作
りのポイントが十分活かせていない活動になって
いる場合もある。
　研究を重ね、重度重複障害のある子どもたち
が、持てる力を十分発揮し、QOLが高まるよう
な活動を願って、今後の教育活動に当たっていき
たいと考えている。

（参考文献）
横 浜市教育課程運営・改善研究協議会，小学校総
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想と評価のあり方，横浜市教育委員会
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